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はじめに 

 

本市では、平成 30 年に「第３次うるま市障がい者福祉計画」を

策定し、障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活し、社会

参加できる共生社会の実現を目指して、各施策の実現に取り組ん

でまいりました。 

一方で、昨今の物価の上昇や能登半島地震など相次ぐ大規模災

害等による社会情勢の変化により、障がい者を取り巻く環境は一

層厳しさを増しており、新たに障がい者やその家族等の高齢化、障害の重度化等の課題も顕

在化しています。 

このような状況を踏まえ、障がい者に寄り添った各種施策、障害福祉サービスの一層の充

実を図るため、令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 年間を計画期間とする「第 4 次障害者

計画」及び令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間を計画期間とする「第 7 期障害福祉計

画」、「第 3 期障害児福祉計画」の 3 つの計画を一体とした『うるま市障がい者プラン』を策

定いたしました。 

本計画では、前計画から継承した基本理念「『一人ひとりの自分らしくをともに支える』～

思いやりでつながる共生のまち・うるま～」のもと、多様な個性を持つ人々がお互いの違い

を理解し、尊重しあい、ともに支えあいながら、一人ひとりが自分らしく生き生きと過ごす

ことができる、あたたかいまちを目指すものとなっております。 

本計画期間においては、障害のある方々が住み慣れたうるま市で安心して生活していける

よう、「地域生活支援拠点整備等による安心できる地域環境づくり」を行うとともに、「精神

障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」並びに本市の未来を担うこどもたちへの「障

がい児支援体制の構築」に重点をおいた各種支援策を展開し、適切な障害福祉サービスの提

供に取り組んでまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「うるま市障害者施策推進協議会」

の委員の皆様をはじめ、アンケート調査などでご協力、貴重なご意見をいただきました関係

団体、市民の皆様に深く感謝申し上げます。 

この計画が、皆様一人ひとりの「自分らしくをともに支える」ための一助となることを心

から願っております。 

 

令和６（2024）年３月 

うるま市長 中村 正人 
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本計画書では、「障がい者」、「障がい児」といった人を表す場合は「障が

い」と表記しています。 

国の法律名や条文、法令等に基づく制度については当該法律、条文、制度の

名称等をそのまま引用しています。 

医療用語等の専門用語として使用する場合で、「害」が適当な場合は漢字で

表しています。 

施設名、または法人、団体名等の固有名詞については各々の定めに合わせた

表記をしています。 

＜障がいと障害の表記について＞ 



 

 

 

 


